
359

川崎医療福祉学会誌　Vol.  27　No.  2　2018　359－367

＊1 川崎医療福祉大学　医療技術学部　健康体育学科
＊2 郡山女子大学　家政学部　人間生活学科
（連絡先）田中真秀　〒701-0193　倉敷市松島288　川崎医療福祉大学
　　　　　E-mail : mahotanaka@mw.kawasaki-m.ac.jp

１．研究の背景と目的
　2016（平成28）年4月から，学校教育法第1条の改
正により，新たな学校種として義務教育学校が設置
された．これまでの義務教育段階の枠組みであった
小学校と中学校という6・3制のくくりを超えて，学
校教育制度の多様化及び弾力的な運用ができるよう
にするための制度改変であった．
　これまで，日本の学校体制である6・3・3・4制の
枠組みに対して議論がなされてきた．昨今，「中１
ギャップ」といった中学校1年生時に小学生時代と
の学校文化のギャップを感じ，新しい環境での学
習や生活に適応できないことにより不登校の原因と
なるという問題も指摘されている．中1ギャップの
解消には，小学校と中学校の垣根を少しでも減らす
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要　　　　約

　本論文では，学校教育制度の多様化及び弾力的な運用ができるようにするための制度改変である義
務教育学校を取り上げて，小中一貫教育のカリキュラムと2016（平成28）年度から設置された義務教
育学校のカリキュラムを比較した．今回の検討では，義務教育学校が設置された時点での義務教育学
校9年間を見通した新たなカリキュラム編成について焦点を当てた．その結果，義務教育学校として
法整備されたことにより，教育課程としては弾力的に運用できるようになった．義務教育学校のカリ
キュラムは，小中一貫教育のカリキュラムよりも一貫・統一されているのではなく，明確に小中一貫
教育と義務教育学校でカリキュラム編成が異なる訳ではなかった．しかし，義務教育学校は1つの教
員組織体制を構築しているため，教員が児童・生徒の指導方法に感じるギャップ解消できると予測し
た．義務教育学校のカリキュラムは，大規模自治体では独自のカリキュラム（学習指導要領に準拠）
を作成することで，6・3制の枠組みを超えた柔軟な対応をとっていた．義務教育学校導入による今後
の義務教育段階でのカリキュラム構成に伴うカリキュラムマネジメントについて，「地域」という視
点から見ると，小学校・中学校ともに「地域」の学校であり，コミュニティスクールの導入や学校評
価の中でも関係者評価の視点，中学校区を前提とした「共同実施」など，地元の小中が一緒になって
活動・教育現場に携わる機会は今後より増えていくであろう．

必要があることはこれまでも論じられてきた．中1
ギャップの原因としては，小学校から中学校に進学
する際の接続が円滑になっていないことが挙げられ
ている．具体的には，小学校では学級担任制，中学
校では教科担任制であることによる指導形態の違い
による生徒の戸惑い，学習上の問題・課題が小学校
と中学校で教員間において十分に共有されていない
ことが例として指摘される．こうした中１ギャップ
を克服するために，学校や市区町村においては小中
一貫教育や小中連携教育が進められてきた．一方で，
小中連携・小中一貫教育については，中1ギャップ
等の課題を解消するために必要性が認識されていた
が，これまでは制度的に保証されたものではなかっ
た．市区町村や都道府県の義務教育に対する意識の
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差によって取組み度合が異なる現状であり，小中一
貫教育・小中連携教育を自治体全体で取り組んでい
る自治体と自治体の一部において特区として取り組
んでいる場合，全く小中一貫教育を行っていない場
合がある．
　しかし，今回の法改正に伴う義務教育学校の設置
は，これまでの小中一貫教育が制度化され，保障さ
れたことを意味している．義務教育学校の目的は，
「心身の発達に応じて，義務教育として行われる普
通教育について，基礎的なものから一貫して施すこ
と」である．小学校・中学校のくくりを超えて，一
貫した教育を行うことで，質の高い義務教育を保障
しているとも言えよう．
　そこで，本論文では，義務教育学校の設置によっ
て，これまでの小中一貫教育・小中連携教育よりも
カリキュラム上において「一貫への意識」が高まっ
たのか，今後，小中一貫教育に対して，どのような
示唆が与えられるのかについて考察することを目的
とする．

２．研究方法
２. １　調査対象と研究方法
　本論文では，HP 等で公表されている義務教育学
校の教育課程（カリキュラム）と小中一貫教育を施
している小学校・中学校の教育課程（カリキュラム），
また義務教育学校を設置している市区町村の小中一
貫教育の資料を対象とする．義務教育学校の教育課
程とこれまで実施されてきた小中一貫教育（小中連
携型と小中一貫型に分類できる）の教育課程をカリ
キュラム構成の観点から比較し，今後の小中一貫教
育の教育課程について概観する．義務教育学校につ
いては，施設分離型の義務教育学校と施設一体型
の義務教育学校ではどのような課題が生じているの
か．また，小中一貫教育を実施してきた小学校と中
学校と比較して，カリキュラムの構成の「一貫性の
度合い」について検討する．
２. ２　リサーチクエスチョン
　そこで，本論文では2点のリサーチクエスチョン
から検討を行う．1点目は，義務教育学校のカリキュ
ラムは，小中一貫教育のカリキュラムよりもカリ
キュラムマネジメントの視点において一貫・統一さ
れているのではないか．2点目としては，義務教育
学校のカリキュラムを構成する際に，現状の小学校・
中学校の学習指導要領を準拠することによって，義
務教育学校独自のカリキュラム構成が難しくなって
いるのではないか．
　以上の2点を明らかにすることで，義務教育学校
導入による今後の義務教育段階でのカリキュラム構

成への展望を明らかにする．

３．これまでの法的整備と導入過程
　小中一貫教育は，2000（平成12）年に広島県呉市
で文部科学省研究開発校として始めたことをきっか
けとしている．小中一貫教育の取組みとしては，中
央教育審議会（2005（平成17））「義務教育に係る諸
制度の在り方について（初等中等教育分化会の審議
のまとめ）」において検討する必要が明記されてい
る1）．
　そもそも，小中一貫教育は，2000（平成12）年の
教育改革国民会議での最終報告「教育改革国民会議
報告─教育を変える17の提案─」2）において，今後
の教育改革の基本的な方向が議論されてきたことを
受け，学校種間の連携・接続の仕組みとして国の答
申等で取り上げられてきた．2003（平成15）年の中
央教育審議会答申「新しい時代にふさわしい教育基
本法と教育振興基本計画の在り方について」3）では，
小学校6年間の課程の分割や，幼小・小中・中高な
どの各学校種間の多様な連結の可能性といった義務
教育制度の弾力化に関する意見が，社会・保護者の
意識変化に対応するものとして示された．2005（平
成17）年の中央教育審議会答申「新しい義務教育を
創造する」4）では，義務教育に関する意識調査をもと
に，小学校4～5年生の発達上の段差という観点から，
学校種間の連携・接続を改善するための仕組みを検
討することの必要性が示された．2008（平成20）年
の中央教育審議会答申「幼稚園，小学校，中学校，
高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善
について」5）でも，2005（平成17）年の答申を受けて，
引き続き審議している．さらに，2008（平成20）年
の中央教育審議会答申「教育振興基本計画について
─『教育立国』の実現に向けて─」6）では，今後5年
間で総合的かつ計画的に取り組むべき施策のうち，
「確かな学力」を確立するための総合的な学力向上
策の1つとして，小中一貫教育を検討する旨が示さ
れた．
　小中一貫教育は，国の答申において，変化する社
会や保護者の意識への対応から，子どもの発達上の
段差への対応，さらには学力向上策と，目的を変化
しながら議論されてきた．7,8）しかし，中高一貫教育
が，1998（平成10）年に中等教育学校・中高一貫教
育として法制上規定されてきた経緯と異なり，小中
一貫教育は，法制化に至っていなかった．
　小中一貫教育の取り組みは，①研究開発学校，②
構造改革特別区域研究開発学校設置事業における取
り組み（2008（平成20）年度より，学校教育法施行
規則第55条の2に基づく文部科学大臣の指定による
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地域の特色等を生かした特別の教育課程を編成する
学校に移行），③制度上の特例を活用しない取組み
の3つに分類される．また，施設の形態として，①
施設一体型（施設が一体となっている場合），②施
設隣接型，③施設分離型（施設が離れている場合）
の3類型である．
　小中一貫教育全国連絡協議会†1）によれば，2015
（平成27）年10月の時点で，小中一貫教育を実施し
ているのは204自治体（有効回答数1,124自治体），
その内，自治体内の全ての学校で小中一貫教育を実
施しているのが146自治体である．また，施設一体
型小中一貫校を設置しているのは66自治体で，設置
予定の自治体は29自治体であった．小中一貫教育を
実施するにあたって，すべての教科においてカリ
キュラムを独自に作成しているのは21自治体，一部
の教科においてカリキュラムを独自に作成している
のは54自治体，129の自治体は学習指導要領のまま
で実施していた．加えて，義務教育学校を設置する
予定自治体は2016（平成28）年度導入予定が11自治
体，2017（平成29）年度以降に導入予定自治体は45
自治体であった．小中一貫教育に関しては，このよ
うな実践の拡大，及び多様な形態での実践が数多く
存在する一方で国レベルの明確な定義が存在しない
ことが課題である†2）．
　文部科学省は，「小中連携」を小・中学校が情報
交換・交流することを通じ，小学校教育から中学校
教育への円滑な接続を目指す様々な教育，「小中一
貫教育」を小中連携のうち，小・中学校が9年間を
通じた教育課程を編成し，それに基づき行う系統的
な教育と示している．その一方で，小学校・中学校
の教員が互いの教育課程を十分理解していないこと
を課題とし，系統性をもった教育課程編成が必要と
なる．しかし，義務教育学校の設置によって，こ
れまでの国家レベルで明確な定義がなかった時代か
ら，小中一貫教育が更なる発展をすることが期待さ
れる．
　さて，学制改革の論議は，2004（平成16）年当時
の河村建夫文部科学大臣が政府の教育再生会議の
「義務教育改革案」を受けて，「6・3制」の見直し
を提唱したことに続き，安倍首相（第一次安倍政権
時代）が参議院教育基本法特別委員会で，現行の「6・
3・3・4制」に言及，「構造改革特区の試みや小・中
一貫教育などの様々な取り組みが行われている．こ
の分析・検証しながら検討していきたい」と述べた
が，民主党に政権交代したことにより，改革に関す
る論議は留まった．
　6・3・3・4制の議論の中で，十分な力を身につけ
ずに中学校や高校に進学することは，不登校や中途

退学の要因になることが指摘されており，当時の平
野博文文部科学大臣は，公立の中高一貫校を大いに
柔軟にやって良いという立場であった．そして，義
務教育学校の設置によってこれまで課題であった小
学校・中学校の教員間の意識のギャップや児童・生
徒の進学による戸惑いが減少されることが期待され
ている．
　一方で，小中一貫教育については，中1ギャップ
や柔軟なカリキュラム編成といった教育的視点のみ
で行われてきた訳ではないことを付記しておく．
例えば，「学校規模適正化」の視点で，少子化によ
る児童生徒数の激減により，学校教育内容を充実・
施設運営の効率化を図る視点から，小学校の統廃合
問題を重ねて，「新しい教育」が可能となるという
触れ込みで小中一貫教育にシフトしていった例もあ
る．つまり，学校統廃合で「地元の学校がなくなる」
ことには地元住民は反対の姿勢を示すが，「小中一
貫教育といった新たな教育を行うことにより，次世
代に見合った教育が可能な学校づくり」として学校
を1つにすることには，理解を示すという事である．
学校再編として，21世紀の時代に合う教育，ICT
の活用等によって学校統廃合の意味を変化させてし
まうこともあった．

４．考察結果
４. １　義務教育学校設置形態
　義務教育学校は，地域の実情や児童生徒の実態な
どを踏まえ，既存の小学校・中学校に加えて，新た
な選択肢として創設された．設置にあたっては，設
置者の主体的な判断で学校設置条例を改正し，義務
教育学校として小中一貫教育が実施可能となる．そ
して，小中一貫教育の軸となる独自教科の設定やカ
リキュラム上，指導内容を入れ替えるなど，これま
で教育課程特例校制度の対象となっていたことが，
設置者の判断で一定の範囲内で実施可能になったの
である．
　例えば，9年間の教育課程においてカリキュラム
編成上の工夫や指導上の重点を設けるための便宜的
な区切りとして，「4-3-2」や「5-4」などの柔軟な設
定が可能になったことが取り上げられるが，「教育
内容ではなくカリキュラム編成や指導上の重点を設
けるなどの教育方法の工夫が際立つ教育ができる
学校」が目指されている．また，同一敷地に一体的
に設置する場合（施設一体型）だけではなく，隣接
する敷地に分割して設置する場合（施設隣接型）や
隣接していない異なる敷地に分割して設置する場合
（施設分離型）も義務教育学校として認められる．
また施設一体型の義務教育学校だけが，小中一貫教
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育を行うわけではない．そのため，小中一貫教育は
3つの類型に分けることができ，義務教育学校以外
の，学校の設置者が同一である「中学校併設型小学
校および小学校併設型中学校」，設置者が異なる「中
学校連携型小学校及び小学校連携型中学校」という
形態がある．
４. ２　義務教育学校の運営と教育課程の展開
　2017（平成29）年度時点で，義務教育学校は48校
（24自治体）に設置されている．2016（平成28）年
度，改正学校教育法が施行によって制度化当初は22
校であり，1年間で約2倍になったことがわかる．48
校のうち，市区町村立が46校，国立が2校となる．
地域別に分類したものが表１である．
　例えば，関東地方では，品川区が2006（平成18）
年度より小中一貫教育をこれまでも積極的に進めて
きており，6校の義務教育学校を設置している11,12）．
その特徴は，区独自で，「品川区小中一貫教育要領」
を定め，「国語科教材」，「英語科教材」および「市
民科教科書」を作成している．ちなみに「市民科」
とは，区が独自に設置した科目であり，区の説明で
は，「これまで別々に行なってきた『道徳』，『特別
活動』，『総合的な学習の時間』の本来のねらいや内
容を関連づけ，『人間形成』を目的に単元として再
構成」，「これからの社会で生きていく中で役立つ，
正しい認知と具体的な行動を身に付けさせる特別教
科」と説明している．
　関西地方では，京都府にある京都教育大学附属京
都小中学校も2002（平成14）年より小中一貫を意識
した教育を進めていた13）．九州地方では，佐賀県の
多久市は2013（平成25）年から市内すべての小中学
校で小中一貫教育へ移行していた14）．多久市では，
法制度の整備よって，市の取組みを説明できるよう
になり，これまでの国・県に届け出た学校名と新設
した名称が混在，小中学校の9年間の計画の書類を

小学校・中学校と分けて作成する必要がなくなった
ことをメリットとして挙げている．義務教育学校の
設置により，今まで以上に柔軟なカリキュラム編成
が可能となり，「多久学」といった独自科目の開講
も目指している．多久市の場合，教育課程に関する
メリットに加え，学校運営に関わる事務に関しても
一定のメリットがあったことが見受けられる．
　東北地方では，岩手県大槌町立大槌学園15）と，山
形県新庄市立萩野学園16）の2校があり，2019（平成
30）年度には，福島県郡山市に西田学園として義務
教育学校が設置される見込みである17）．例えば，新
庄市立萩野学園では2005（平成17）年より「いのち
輝く新庄もみの木プラン21」を策定し，各中学校区
で小中一貫教育を進めている．地域に根ざした小中
一貫教育を行うことにより（地域の人や自然や文化
に学ぶ「ふるさと学習」），異学年や異年齢の交流に
より児童・生徒の自尊感情や自己有用感が向上して
いる．
　義務教育学校の特徴としては，1つの学校として1
人の校長が教職員組織を1つとして捉えることにあ
る．これまでの小中一貫教育では，併設型・連携型
ともに，校長は個々の学校におり，組織体制は独立
した学校経営がなされていた．併設型において学校
運営協議会の合同設置や校長など併任している場合
もあるが，組織上独立した小学校・中学校が一貫
した教育を施す場合，小学校と中学校の教員間で児
童・生徒観や指導観にギャップが生じている場合も
あった．義務教育学校の教員は原則として小学校・
中学校の免許を併用する必要があり，教育課程とし
ては独自な教科の設定や指導内容の移行ができる併
設型の小中学校と異なり，教員は小中どちらの専門
性も有していることとなる．現行法上では，義務教
育学校の教員は，小学校と中学校の教員免許状の両
方を有する者と規定されているが，当分の間は小学

表1  地域別の義務教育学校
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校・中学校の教諭の免許状を有する者がそれぞれ前
期課程・後期課程の教員となることができるとして
いる．上記にも示したように，品川区では小中一貫
教育を区全体で進めており，「品川区小中一貫要領」
を定めている．品川区では，2016（平成18）年度か
ら小中一貫教育を進めており，2015（平成27）年度
までは施設一体型小中一貫校（小学校＋中学校）を
2016（平成28）年度からは義務教育学校とした．日
野学園18）によると，1年生から9年生までの総授業時
間数が新学習指導要領で8,690時間，品川区小中一
貫要領では9,030時間に対して，日野学園で9,865時
間と時間的にゆとりのある授業時数の設定になって
いる．また，5年生からは50分授業と教科担任制を
取り入れることで，時間的ゆとりと児童・生徒にとっ
て精神的ゆとりを生み出していると推察できる．
　また，具体的な教育課程をみていくと，北海道の
斜里町立知床ウトロ学校19）では，生活科及び総合的
な学習の時間において「知床」をテーマに教育を行
うことが可能なカリキュラム編成となっている．ふ
るさと知床学習として自然環境とふるさと町づくり

（地域経済・産業・伝統・文化），未来探求型学習（キャ
リア教育）として職業・勤労，情報学習を教科横断
的（国語・道徳・生活科・道徳・特活・理科・社会・
技術・家庭科に対応）に系統だった計画表の作成に
より，9年間を見通したカリキュラム編成を行って
いる．各学年に大テーマを設定し，課題を示してい
る．また，段階的に教科担任制を導入し，4-3-2のブ
ロック制を導入している．茨城県笠間市20）では，南
学園義務教育学校として9年間を通した英語教育の
充実が企図されている．特に，早期学習により聞く
力・話す力を向上させることを目的としている．ま
た，1年～5年を元小学校，6年～9年を元中学校の校
舎となる施設分離型の義務教育学校である．
　広島県府中市21）では，小中一貫教育を推進させて
おり，その中で2校の義務教育学校を設置している．
府中市立府中学園は9年間のうち1年から4年を学級
担任制，5・6年を教科担任と学級担任制，7年から9
年を教科担任制に対応して，1年から3年を総合教室
型（小コーナーの活用），3年～6年をオープンスペー
ス型（広がる学習環境），7年から9年には教科教室
型（教科センター方式）を導入している．
　栃木県小山市22,23）では絹義務教育学校が設置され
ている．9年間の学年の区切りを1年～4年（基礎・
基本期），5年～7年（習熟・接続期），8・9年（充実・
発展期）として，教員が連携して指導に当たること
になっている．また，上記の区切りに合わせて東校
舎と西校舎に分けている．小山市では，「小山市小
中一貫教育推進基本計画（平成29年度から平成33年

度）」を設け，「学びや育ちを『つなぎ』，指導を『そ
ろえ』，みんなが『つどう』小山市の小中一貫教育」
を進めている．9年間を見通した特色あるカリキュ
ラムの編成や，ふるさと学習や防災教育のカリキュ
ラム作成，英語教育の充実，中学校区内の小中，小
小連携交流が進められている．
　2019（平成30）年に開設される福島県郡山市の西
田学園では，学校の基本構想として「「21 世紀をリー
ドする人材を育てる「オープンカリキュラム｣ によ
る学び創造学園構想《全国トップレベルの教育水準
を目指した西田地区小中一貫教育》－ 一人一人の
学びを最大限に生かす先進的な教育システムの導入 
－」が掲げられており，加えて，コミュニティスクー
ル制度を活用した地域を基盤とした教育活動支援体
制の充実を目指している．市の説明による「オープ
ンカリキュラム」とは，「学級の枠を超えた学習活
動や学年の枠を超えた学習活動ができる機会」とし
ており，学級の枠を超えた学習活動とは，児童生徒
と十分相談した上で，学習したい内容（習熟度）の
コースを決め，個々の学びを重視しつつ，小集団な
どでの様々な学びのスタイルに合わせて課題に取組
む学習活動のことをいう（例：じっくりコース，実
戦コース，発展コース など）．次に学年の枠を超え
た学習活動とは，未学習分野を自分の力で学習する
ような「先取り学習」や既学習分野であるが，自信
のないところをもう一度復習するような「学び直し
学習」などを示している．この他，発達段階に応じ
た教科担任制や食育を取り入れた教育活動が予定さ
れている．
４. ３　 一体的なカリキュラムを編成する小中一貫

教育
　一体的なカリキュラムを編成する小学校・中学校
の一貫教育実施件数は2017（平成29）年時点で253
件ある．
　例えば，横浜市の高田中学校・高田小学校・高田
東小学校24）は2017（平成29）年より小中一貫教育を
強化する「併設型小・中学校」として，市の裁量で
独自の教科を設定することが出来るようになった．
横浜市では，9年間の義務教育の連続性を意識し，
2007（平成19）年度から「横浜型小中一貫教育」を
進めている．横浜市では，「横浜版学習指導要領」
を通して小中一貫教育を促進してきた25,26）．奈良県
奈良市27）では，2004（平成16）年より小中一貫教育
特区の認定を受け，2005（平成17）年には施設一体
型小中一貫教育校を開校している．小中一貫教育を
充実させるために，外国語と総合「なら」と ICT
を活用した教育，9年間を見通したカリキュラムの
作成，小中教員の連携とともに地域教育協議会と



364 田中真秀・佐久間邦友

同研修会を行って，意見交換を通じ，学力観や授業
観を一致させ，系統性の担保を図ろうとしている．
特に「教科担任制」を取り入れるのであれば，小学
校教員と中学校教員の合同研修が必至である．しか
し，小学校と中学校の物理的な距離が離れているこ
と，校長の学校マネジメント観に相違があること，
物理的な距離に対する時間的制約等も挙げられる．
一方で，義務教育学校の場合は，距離的・時間的な
制約は小中一貫教育の場合よりも少なく，また，校
長による学校経営マネジメント（特に，カリキュラ
ムマネジメント）と一貫して取り組むことができる．
　2点目としては，義務教育学校のカリキュラムを
構成する際に，現状の小学校・中学校の学習指導要
領を準拠することによって，義務教育学校独自のカ
リキュラム構成が難しくなっているのではないかと
いう点についても，独自の「一貫した学習指導要領」
を作成することで，これまでの6・3制の枠組みを超
えた柔軟な4・3・2制や3・3・3制等の視点を導入す
ることができる．ただし，独自の学習指導要領を作
成している自治体が大規模自治体であることから，
中核市など自治体規模レベルでの差異を見る必要が
ある31-33）．
　以上の2点を明らかにすることで，義務教育学校
導入による今後の義務教育段階でのカリキュラム構
成への展望を明らかにした．義務教育学校として法
整備されたことにより，教育課程としては弾力的に
運用できるようになった．それだけに，小学校の先
生と中学校の先生といった意識の差や9年間を見通
した一貫したカリキュラム編成，カリキュラムマネ
ジメントの重要性がより必要となる．
　同時に，「地域」という視点から見ると，小学校・
中学校ともに「地元」の学校であり，コミュニティ
スクールの導入や学校評価の中でも関係者評価の視
点，中学校区を前提とした「共同実施」など，地元
の小中が一緒になって活動・教育現場に携わる機会
は今後より増えていくであろう．
　最後に，カリキュラムマネジメントへの展望につ
いて触れておく．天笠と合田†3）によると，カリキュ
ラムマネジメントは，① PDCA サイクルを回すこ
と，学校教育目標を実現するために教育課程を編成
し，その教育課程を計画・実施・評価すること，②
教育内容を相互に関連づけ，横断する（例を挙げる
と，総合的な学習の時間の組み立てに対し，教科と
教科の基本を学習して，課題意識を発展させ展開さ
せる），③ここに捉えられがちな教育内容と条件整
備を一体として扱う発想である．
　以上，今回の論文は公表されている資料を元に比
較した結果にすぎない．実際に義務教育学校1つ1つ

いった地域との連携がなされている．9年間を見通
したカリキュラムでは，4・3・2制に各単元の系統
性を確認し，家庭学習に関しても教育課程と連動し
た取組をしている．
　埼玉県は，2014（平成26）年に「小中一貫教育推
進ガイド」を設定し，具体的に小学校・中学校の教
員での TT（ティーム・ティーチング）の方法例等
を明示している．特に，9年間を見通したカリキュ
ラムの編成のためには，重点目標の実現に目指した
系統性のある学習，小中学校が相互に指導目標や学
習内容を理解することに加え，配慮事項や単元導入
の工夫等の指導の工夫や評価方法をつなぐ工夫の必
要性を示している28,29）．東京都三鷹市では，地方教
育行政法（第47条の6）に基づくコミュニティスクー
ル制度を活用し，小中一貫教育を推進しており，小
中一貫教育校において各教科のカリキュラムの概要
を示している30）．また，これまでは小中一貫教育を
推進するために研究開発学校制度や教育課程特例校
制度を活用してきた．例えば，総合的な学習の時間
や教科の時数を削減し，学校や地域の特性を生かし
た新しい教科（例：「市民科」「コミュニケーション
科」「言語科」）を設置したり，指導内容を小・中学
校間，学年間で入れ替えたり，移行する工夫がなさ
れてきた．

５．まとめ
　2つの事例を比較して，今後の展望について述べ
る．今回の検討では，義務教育学校が設置された
時点での義務教育学校9年間を見通した新たなカリ
キュラム編成について焦点を当てた．
　リサーチクエスチョンの答えとして，1点目は，
義務教育学校のカリキュラムが，小中一貫教育のカ
リキュラムよりもカリキュラムマネジメントの視点
において一貫・統一されているのではないかとい
う点については，これまでも独自の小中一貫教育を
行ってきた品川区にとっては，今までの延長線上の
取組みであり，明確に小中一貫教育と義務教育学校
でカリキュラム編成が異なる訳ではなかった．しか
し，小学校と中学校が別々の教員組織である小中一
貫教育と比して，義務教育学校は1つの教員組織体
制を構築していることに焦点を当てると，学校経
営学的観点，そして教員のキャリア形成において
は，小学校と中学校の両者を併せ持った視点を意識
づけることは教員が児童・生徒の指導方法に感じる
ギャップは今後，埋めることができるのではないか
と予測できる．実際に，小中一貫教育の場合は，小
学校教員がどのような指導をしているのか，中学校
教員の専門的指導方法を互いに理解するために，合
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注
†1） 小中一貫教育全国連絡協議会9）の結果を参照に記述したものである．
†2） 西川と牛瀧10）にこれまでの小中一貫教育についての考え方が記載されている．
†3） 天笠と合田34）に カリキュラムマネジメントの視点がある．
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Abstract

　This paper focuses on the compulsory education school, which was a system change to make the school education 
system more diversified and flexible. The curriculum of integrated elementary and junior high school education 
and the curriculum of compulsory education schools established since fiscal 2016 were compared. As a result, as 
the compulsory education school law was improved, it became possible to operate flexibly as a curriculum. It is not 
that the curriculum of compulsory education schools is less consistent and unified than the curriculum of consistent 
elementary and junior high school education, but clearly the curriculum organization at the elementary and lower 
secondary level education and the compulsory education school is not dissimilar. However, since compulsory 
education schools have established a single faculty organization system, we predict that the gap that teachers felt in 
teaching methods for children and students can be eliminated.
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